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勝 じめ に

平成15年3月 、文部科学省の特別支援教育の在 り方に関する調査研究協力者会議より 「今後の特

別支援教育の在 り方について (最終報告)」が出され、「特殊教育」から 「特別支援教育」への転換

を図ることが提起されました。これを受け、中央教育審議会の初等中等教育部会に特別支援教育特

別委員会が設置され、特別支援教育を推進するための制度の在 り方について検討が重ねられ、昨年

12月中間報告が出されたところです。この中で、特別支援教育は 「障害のある児童生徒等の自立や

社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、児童生徒
一人一人の教育的ニーズを

把握 し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導や必要な

支援を行 うもの。また、特別支援教育においては、特殊教育の対象となつている児童生徒に加え、

小 ・中学校において通常の学級に在籍するLD、 ADHD、 高機能自閉症等の児童生徒に対しても

適切な指導及び必要な支援を行 うもの」と定義されています。

中央教育審議会では、盲 ・聾 ・養護学校制度の見直しや小 ・中学校における制度的な見直 しにつ

いて引き続き検討が行われてお り、答申が出されることになつています。

京都府では、文部科学省 「特別支援教育推進体制モデル事業」(平成15・16年度)の指定を受け、

平成16年度には宇治市を総合推進地域、乙訓 ・山城の全市町村を推進地域、宇治市を通学区域とす

る府立桃山養護学校を特別支援教育推進校に指定し、LD、 ADHD、 高機能自閉症等を含め、障

害のある児童生徒を支援する体制の整備 と支援の取組を進めてきました。指定地域においては、校

内委員会を整備 し特別支援教育コーディネーターを校務分掌に位置付けるなど小 ・中学校における

支援体制の整備、特別支援連携協議会による広域的な連携 ・支援体制の整備、専門家チーム、巡回

相談チーム、養護学校等による地域支援の推進、個別の指導計画を活用 したPlan Do Seeのプロセ

スの構築や個別の教育支援計画の検討等についての取組や実践的な研究を行い、その必要性 と有効

性を検証してきました。また、府内全小 。中学校及び盲 ・聾 ・養護学校を対象として、特別支援教

育コーディネーター養成基礎研修会を実施 し、コーディネーターの養成を図つてきました。

併せて、「養護学校 ・地域等連携推進事業」を実施 し、養護学校による地域支援の取組を進めて

きました。

平成17年度 「指導の重点」では、障害のある児童生徒への教育を包括的に表す用語を 「障害児教

育」から 「特別支援教育」に改め、特別支援教育の基本的な考え方に立って指導や支援を進めるこ

とを明確にしました。すべての小 ・中学校において校内委員会を充実し、特別支援教育コーディネ
ーターを校務分掌に明確に位置付けるなど、学校全体として障害のある子どもへの指導や支援を進

めていくこと、LD、 ADHD、 高機能自閉症など通常の学級に在籍する障害のある児童生徒につ

いても個別の指導計画を作成 し、障害のあるすべての指導生徒に対 してPlan Do Seeのサイクルに

則 り、指導方法の工夫改善を行いながら指導や支援を進めることとしています。盲 ・聾 ・養護学校

においては、個別の指導計画による個に応 じた指導を推進 し、個別の教育支援計画の策定を進める

とともに、地域における特別支援教育のセンター的役割を推進することとしています。

本冊子が、府内のすべての学校において障害のある児童生徒
一人一人の教育的ニーズを把握 して

適切な指導や必要な支援を進めていく上で、また、各学校が校内支援体制を整備 し、組織的に取り

組む上での参考となることを願つています。

平成17年3月

京都府教育庁指導部障害児教育課

課長  永 野 憲 男
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精呂J夜揺教育に期待する

「子どもを理解する」あるいは 「子どもとともに歩む」という言葉を、私たちはよく使いますが、

今日真の意味でこの言葉が生かされているでしょうか。

子どもは、各人がそれぞれの特性を持つて発達しています。このそれぞれの子どもの特性を理解

し、ともに歩むためには、私たちは一人一人の子どもの実態を正しく把握 し、それぞれの子どもの

立場に立った発達支援を行 う必要があります。

文部科学省は、平成15年3月 「今後の特別支援教育の在 り方について (最終報告)」を発表 しま

した。そこでは、基本的方向と取組として 「障害の程度等に応 じ特別の場で指導を行 う『特殊教育』

から障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応 じて適切な教育的支援を行 う『特別支援教育』

への転換を図る」と述べています。また、「特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけ

でなく、LD、 ADHD、 高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、

その一人一人の教育的ニーズを把握 して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克

服するために、適切な教育や指導を通 じて必要な支援を行 うものである」と説明しています。

このことは、従来の 「障害の種類や程度に対応 して教育の場を整備 し、そこできめ細やかな教育

を効果的に行 う」という視点で展開されてきた特殊教育 (障害児教育)か ら、今後は 「障害のある

児童生徒の視点に立って一人一人のニーズを把握 して必要な教育的支援を行 う」という特別支援教

育の基本的な考え方にシフ トするという意味です。中には 「特別支援教育は、LD、 ADHD、 高

機能自閉症の子どものためのものだ」と考えている人がいますが、それは大きな誤 りです。確かに、

LD、 ADHD、 高機能自閉症への支援の在 り方の研究が特別支援教育という考え方の契機になつ

ていますが、その内容及び求めるところは、障害のあるすべての子どもたちに対する教育の基本で

あります。

私たちは、平成15。16年度に特別支援教育推進体制モデル事業として、一人一人の子どもの教育

的ニーズを把握 し適切な教育的支援を行 うという基本的な視点に立って、モデル事業の指定地域を

中心に実践を進めてきました。本冊子は、その経験をもとにした、より良き特別支援教育を推進す

るためのガイ ドブックです。

子どもは、それぞれ固有の方法で、ものを見、聞き、それに意味づけし (認知 し)、コミュニケ

ーションをしています。一人一人の子どものニーズとは、この子どもの認知の特性から生まれるも

のであり、この認知特性を知 り、それに合わせた教育的支援を行 うことが最も大切です。「多くの

子どもはこうだから」「障害の種類がこうだから」「発達の程度はこうだから」ということではなく、

この子はこうい う特性 (認知特性)が あるのだからという視点で、「子どもを理角卒し、子どもとと

もに歩むJよ うにしていきたいものです。

現場の先生方が、特別支援教育の基本的な考え方をより深く理解 して、子どもの立場に立つとい

う視点から一人一人の子どものエーズに応 じた教育を実践され、子どもたちのためにより適切な発

達援助をされることを期待しています。

特別支援教育推進体制モデル事業調査研究運営会議
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本冊子の構成こ使い有

本冊子は2部構成になつています。

第 1部 は、障害のある子どもの支援体制の整備の手引きです。

「一人一人の子どものニーズを把握 し、子どもに関わるすべての人々が連携 しながら適切に支援

する」特別支援教育の実践を支えるためには、各学校や市町村、都道府県のあらゆる単位で支援体

制を整備することが必要です。これは、特別支援教育の基本的な考え方に立って指導や支援を進め

るために、今後制度がどのようになろうと整備することが必要なシステムであり、この2年 間の 「特

別支援教育推進体制モデル事業」の中でそのだ、要性 と有効性が確かめられてきたものです。

この成果を生かし、平成17年度には、すべての小 ・中学校において校内委員会を充実し、特別支

援教育コーディネーターを校務分掌に明確に位置付けるなど、学校全体として障害のある子どもヘ

の指導や支援を進めていくことが必要です。

第 1部 では、「特別支援教育推進体制モデル事業」や 「養護学校 ・地域等連携推進事業」の取組

を紹介 しながら、校内支援体制の整備、相談機関や巡回相談等の活用、実践上の留意点、市町村で

の支援、盲 ・聾 ・養護学校の地域支援等についてまとめました。

このガイ ドを参考にして、各校の実態に応 じた体制整備 と相談の活用、児童生徒への支援を工夫

しながら進めていただくことを願つています。

第2部 は、個別の指導計画の作成と活用の手引きです。

「一人一人の子どものエーズを的確に把握 し、その子に応 じた適切な指導や支援を考えて、子ど

もに関わる人々が連携 しながら指導や支援を行い、その内容がその子に本当に合っていたかを吟味

して進める」ためには、個別の指導計画の作成と活用が必要です。

盲 ・聾 ・養護学校、障害児学級、通級指導教室等では、これまでも個別の指導計画を作成 して指

導や支援を行ってきましたが、Plan―Do―Seeのサイクルに則つて進めるためには、個別の指導計画

の作成と活用についてさらに改善を図ることが老、要です。

また、LD、 ADHD、 高機能自閉症など通常の学級に在籍する障害のある子どもたちに対して

も、必要に応 じて個別の指導計画を作成 し、指導方法の工夫改善を行いながら、よりその子に合っ

た指導や支援を行 うことが必要です。

第 2部 では、実態の整理とアセスメン ト、目標 と手立ての設定、個別の指導計画の活用等につい

て、具体的なポイン トをまとめました。

このガイ ドを参考にしながら 「楽に作れて、役に立つ」個別の指導計画を作成 し、活用していた

だくことを願つています。

なお、支援体帝Jの整備については、文部科学省作成の 「小 ・中学校におけるLD(学 習障害),

ADHD(注 意欠陥/多 動性障害),高 機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガ

イ ドライン (試案)」(平成 16年 1月)を 参考にしてください。

特にLD、 ADHD、 高機能自閉症等の児童生徒への具体的な支援や医療機関等との連携等につ

いては、昨年度発行 した 「LD、 ADHD、 高機能自閉症支援ガイ ド」(平成 16年 3月 、京都府

教育委員会及び本事業調査研究運営会議)や 、京都府総合教育センター障害児教育部のホームペー

ジ 「ITEC・ 学校支援 ・特別支援教育関連 ・教育資料―地域や学校における特別支援教育推進体

制の充実に関する研究―」、「LD、 ADHD等 サポー トマニュアル」などを参考にしてください。
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コ 特 側夜揺教育推進体制モ手fL事業こ

奮護学校 ・地域等連携推進事業

はじめに

特別支援教育の取組が始まり、「障害の種類 と程度による適正就学を徹底 し、特別の場に教員を

多数配置 して、特別の場で特別の指導をする」ことが最も重要なのではなく、「一人一人の子ども

のニーズを把握 して、必要に応 じて特別の場も活用しながら、子どもに関わるすべての人々が連携

しながら適切に支援すること」、「指導や支援がその子に本当に合っているかを吟味して進めること」

(PlarDo Sec)が大切だという考え方に変わつてきました。

しかし、「特別支援教育は、LD、 ADHD、 高機能自閉症の子どものための教育で、養護学校

や障害児学級の子どもの教育と矛盾する」という誤解や、「新たに教員が配置されないかざり、取

り組めるはずがない」、「制度がどうなるか分からないし、様子を見ていてもいいのではいか」とい

う声がまだ聞こえてくる状況も残っています。

京都府においても、特別支援教育推進体制モデル事業での取組や各地の先進的な取組の中で、障

害のある子どもへの支援体制の整備が始まり、特別支援教育の考え方に立った適切な支援が進めら

れてきました。

ここでは、まず、特別支援教育の基本について整理 し、平成15・16年度に取 り組んできた 「特別

支援教育モデル事業」と 「養護学校 ・地域等連携推進事業」の概要を紹介します。

特別支援教育

特別支援教育を考えるにあたつては、次の 3つの側面から理解することが大切です。

◇特別支援教育の基本的な考え方

(障害のある子どもの指導や支援の実践及び支援体制整備における基本)

◇特別支援教育の実践を支えるシステム

(特別支援教育の基本的な考え方に立って指導や支援を進めるために、今後制度がどのよ

うになろうと整備することが必要なシステム)

◇盲 口聾 口養護学校や障害児学級等、障害児教育の制度 (制度の改正)

特別支援教育の基本的な考え方については、「今後の特別支援教育の在 り方について (最終報告)」

(平成15年3月 )で 提起されましたが、中央教育審議会 「特別支援教育を推進するための制度の在

り方について (中間報告)」にはその概要として、次のように書かれています。

「特別支援教育」とは、障害のある児童生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取組を

支援するという視点に立ち、児童生徒等一人一人の教育的ニーズを把握 し、その持てる力を

高め、適切な指導や支援を行 うもの。また、「特別支援教育」においては、特殊教育の対象

になっている児童生徒に加え、小 ・中学校において通常の学級に在籍するLD・ ADHD・

高機能自閉症等の児童生徒に対しても適切な指導及び必要な支援を行 うもの。
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特別支援教育の実践を支えるために、次の 3つ のシステムが必要です。

:◇Plan―Do―Seeの指導 ・支援システムを確立すること

1 。 子 どもに関わる人々が連携 しながら、
一人一人の子 どものニーズに応 じたプログラムを

i  明 らかに して、Plan Do―Seeのサイクルで指導や支援を進める。

i ・ 個別の指導計画や個別の教育支援計画は、そのために必要で有効なツールである。

i◇チームで取 り組むこと (担任任せにせず、テームで取り組む仕組みを整備すること)

i ・ 校内委員会を確立し、校内委員会の核 となり連携の要となる特別支援教育コーディネー

|  タ ーを校務分掌に位置付けて取り組む。

i◇子ども、保護者、学校等を支援する仕組みを整備すること

| ・ 教育の他の資源や福祉、医療分野等との連携がスムーズに行くようにネットワーク (特

1  別 支援連携協議会等)を 整備する。

| ・ 専門家を活用できる仕組み (専門家チームや巡回相談システム等)を 整備する。
8                                                                  口
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これ らは、通常の学級に在籍するLD、 ADHD、 高機能自閉症等の子どもに対してだけではな

く、当然、盲 ・聾 ・養護学校や障害児学級で学ぶ子どもに対する支援にも不可欠なシステムです。

また、制度がどのようになろうと、障害のある子どもへの支援にとつて必要なことです。そして、

現在の制度の中でく)進めることができ、有効であることが 「モデル事業」での取組の中で明らかに

なつています。

制度の改正については、中央教育審議会の答申を受けて行われることになります。盲 ・聾 ・養護

学校制度の見直しや小 ・中学校における制度的見直しについての中央教育審議会の中間報告の概要

は次のとお りです。

◇盲 ・聾 口養護学校制度の見直し

。現在の盲 ・聾 ・養護学校を、障害種別を越えた学校制度 (特別支援学校(仮称))と する

ことが適当。
・特別支援学校(仮称)の機能として、小 ・中学校等に対する支援などを行 う地域の特別支

援教育のセンター的機能を明確に位置付けることの検討が必要。

◇小 日中学校における制度的見直 し

・「特別支援教室(仮称)」の構想が目指 しているシステムを実現する方向で、制度的見直

しを行 うことが適当であり、研究開発学校やモデル校などによる先導的な取組を早急に

開始するとともに、固定式の学級が有する機能を維持できるような制度の在 り方や教職

員配置及び教員の専門性の確保の在 り方について、具体的に検討を進めることが適当。
・新たな制度の円滑な実施を図る観点から、特殊学級及び通級による指導等にかかる現行

制度の弾力化等を行 うことも併せて検討するとともに、小 ・中学校における総合的な体

制整備を着実に進めることが必要。

- 7 -



特別支援教育推進体制モデル事業 (平成15口16年度)

次の図が、平成15年度 と16年度の 「モデル事業」の概要です。

特別支援教育推進体制モデル事業 (平成15年 度)

まず、15年度に取 り組んだ内容は、次の 2点 です。

!①小 ・中学校に校内委員会を整備、特別支援教育コーディネーターを位置付けて取り組む。 !

!②専門家チームと巡回相談によって学校を支援する。

L D支 援の蓄積があった宇治市を、「すべての小 ・中学校においてあらか じめ校内委員会を設置

しコーデ ィネーターを位置付けて取 り組む」総合推進地域 として指定 しま した。また、「巡回相談

などのサー ビスを受ける中でLD等 の子 どもの支援について学び、校内体制を整備 していく」推進

地域 として乙訓1教育局管内の 3つ の市町 と山城教育局管内の 5つ の市町を指定 しま した。

16年度は、巡回相談のサー ビスを受けなが ら取組を進める推進地域を乙訓|・山城教育局管内のす
べての市町村に広げました。

総 合推 進 地域 :宇治市

15年度推進地域 :向 日市、長岡京市、大山崎町 (乙訓1教育局管内)

城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、木津町 (山城教育局管内)

16年度推進地域 :15年度の 8市町に加えて、井手町、宇治田原町、山城町、精華町、加茂町、

和束町、笠置町、南山城村 (山城教育局管内)

回査 研究運営会:置を設置

し,・ADliD毎に関する呼門

的加Rを 行する古

巡回相談
巡回旧捜A

L D・A D l t D年に開す るW r阿

,経 験をイ十るな

特別支援違脂協議会の設置
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また、16年度は、15年度の内容を継続するとともに、次の 3″点を加えま した。

①特別支援連携協議会の設置

京都府 :各部局間や大学、親の会との連携の在 り方について検討

宇治市 :各部局間や専門機関と連携 した支援の在 り方について検討

桃山養護学校 :地域連絡会を充実し、具体的な支援につながる連携を推進

②養護学校のセンター的役割の実践的研究

桃山養護学校を特別支援教育推進校 として指定

③個別の教育支援計画策定の検討開始

桃山養護学校と宇治市で実践的検討

このように、最終報告で提起された特別支援教育の実践を支える3つ のシステムが、「モデル事

業」の総合推進地域の宇治市や特別支援教育推進校の桃山養護学校等において実践され始めました。

平成17年度からは、モデル事業の内容をすべて継続 しながら、次の点において発展させ、「特別

支援教育体制推進事業」 として全都道府県で取 り組むこととされています。

孝L幼児期から就労に至るまでの一
貫した支援体制の整備

(小・中学校や盲 ・聾 ・養護学校だけではなく、幼稚園や高等学校も含めて支援体制を整備

する。)

一部の地域に限定せず、府内全域における地域単位での取組の推進が期待 されています。

養護学校 口地域等連携推進事業

京都府では、養護学校が地域における特別支援教育のセンター的役割を果たすために、平成15年

度から、養護学校単位に相談支援チーム (専門家チーム)を 設置し、巡回相談等を実施するなど、

地域を支援する 「養護学校 ・地域等連携推進事業」を始めました。

<趣 旨>

地域の様々な資源 と連携 を取 りながら、障害のある児童生徒、その保護者及び小 ・中学校

担任等に対する相談 と支援 を行 うとともに、障害のある子 どもが地域において豊かに生活で

きるようサポー トすることにより、自立 と社会参加の促進に資する。

(平成16年度実施要項より)

<平 成15年度の指定校 >

桃山養護学校、与謝の海養護学校

<平 成16年度の指定校 >

桃山養護学校、丹波養護学校、中丹養護学校、与謝の海養護学校

(桃山養護学校以外は、「モデル事業」の指定地域以外を通学区域 とする養護学校)
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Z 京 都間や各市町相におr寸る夜標体制の整備

支援体制の全体像

LD,ADHD,高 機能自閉症等を含め、障害のある児童生徒へ支援を行 うにあたつて、支援体

制を各都道府県、各市町村、各学校等において整備することが求められています。

都道府県における支援体制の全体像は次のとおりです。

京 都 府

意見

判断

広 域 特 別 支 援 連
(教育、福祉、医療等関係部局、大学、N

携 協 議 会
PO等 のネットワーク)

ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ノ
連

専 門 家 チ ー ム

様々な障害等に関する

専門的知識を有する者

「

―

―

―

―

メ

「
―

―

―

Ｉ

Ｊ
者る

□
樺
脚

巡
巌
朝

専門家チーム

支援地域|こおける特別支援連携協議会

(教育、福祉、医療等関係機関、小・中学校、

首・誓・養護学校、大学、NPO等 のネットワ→力

幼・小・中学校・高等学校

校(園)内委員会の設置 (実態把握)

特別支援教育コーディネーターの指名

|□別の指導計画の作成、|□別の教育支援計画の策定

(文部科学省 「小 ・中学校におけるLD(学 習障害),ADHD(注 意欠陥/多 動性障害),

高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイ ドライン (試案)」(平

成16年1月 )P10の 図をもとに作成 したものです。)
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既存の資源を活用した市町村等における支援体制の整備

次の図は、文部科学省 「ガイ ドライン (試案)」(前掲)P14に 記 されているものです。

一

「モデル事業」の総合推進地域や推進地域の市町村では、専門家チームや巡回相談を活用 し、配

慮や支援を必要とする児童生徒への支援内容や方法の検討を行い、実際の配慮や支援の取組を進め

てきました。

この取組を通して、市町村ごとに既存の資源を活用して、独 自の体制試案を考えるところが増え

てきています。推進地域以外の市町村でも、学校や保護者に対する支援体制の整備を進めていると

ころも増えてきました。

すべての市町村において、活用することのできる資源や連携することのできる機関を検討 して、

支援体制の整備を進めることが求められています。

「モデル事業」の推進地域の各市町村における支援体制整備については、京都府総合教

育センターのホームページ 「ITEC・ 学校支援 ・特別支援教育関連 ・教育資料―地域や

学校における特別支援教育推進体制の充実に関する研究―」に、研究事業として提供 して

いただいた指定地域の支援体制図や校内組織の位置付けの例を紹介 していますので、参考

にしてください①

(http://wwwl.kyoto一be.ne.jp/ed一center/)

教育センター

(府、市町村等) (盲 ・聾 ・養護学校

医療、福祉等の機関)

専門的意見の

児童生徒
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3 薇 向支援体制の整備

特殊教育から特別支援教育への転換は、障害のある子 どもに対 して 「特別の場で (特別の場だけ

で)、特別の先生が、特別の指導をする」ことから 「子 どもに関わるすべての人が、連携 しなが ら、

それぞれの場で適切に支援する」 こと、「チームとして取 り組み、学校全体 として支援す る」 こと

への転換です。

各学校におけるこのチームが 「校内委員会」であ り、校内委員会の核 とな り、連携の要 となるの

が各学校の 「特別支援教育コーディネーター」です。 この校内委員会 と特別支援教育コーディネー

ターをすべての学校において校務分掌に位置付けることが必要です。 (平成17年度 「指導の重点」

参照)

校内委員会 と特別支援教育コーディネーターの役割や具体的な活動については、「/1 ・ヽ中学校に

おけるLD(学 習障害),ADHD(注 意欠陥/多 動性障害),高 機能 自閉症の児童生徒への教育支援

体制の整備のためのガイ ドライン(試案)」や 「LD、 ADHD、 高機能 自閉症支援ガイ ド」等を参

考にし、各校の実態に応 じて工夫 しながら、積極的な取組 を進めていきましょう。

…口"留 意 事 項

<校 内委員会>

・LD、 ADHD、 高機能自閉症等を含め、障害のある児童生徒への指導や支援について

検討するためのチームである。

・児童生徒の理解、指導目標や内容、指導の手立て等についてチームとして検討すること、

特に、Plan Do Seeの視点に立って実際に行つた指導や支援の適否について検討するこ

とが最も大切である。実際に行った指導や支援を吟味することなく、指導体制や就学指

導の議論に陥ることのないように十分留意 したい。

<特 別支援教育コーディネーター>

・連絡調整の担当者であることが、内外に明確になつていることが必要である。明確にな

つていなければ、他の機関や周 りの人々は特別支援教育コーディネーターの動きや発言

に沿つて取組を進めるべきか否かがよく分からず、迷ってしまうことになる。 したがつ

て、特別支援教育コーディネーターは校務分掌に明確に位置付けられている (指名され

ている)こ とが必要である。当然、一定の権限と責任が付与され、その内容が校内で共

通理解されていることが必要である。

・学校の教員としての一般的な専門性を持ち、公教育の中での組織的な支援の在 り方を十

分に理解 して活動することが必要である。

・校内の仕組み及び障害児教育の制度や特別支援教育について十分に理解 しているととも

に、地域の福祉や医療について (平L幼児検診、発達相談や療育システム、活用できる生

活支援の制度や医療機関等について)の 情報を持ち、理解 していることが必要である。
・個人情報保護の重要性について十分に理解 し、支援するケースの個人情報は、原則 とし

て本人又は保護者の了解によつてのみ収集したり提供することが必要である。
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4 相 護窓口や巡回相護等の活用

活用することができる相談窓回や巡回相談等

校内委員会 (チーム)で 取り組むことにより、特別な教育的支援を必要とする子どもへの支援は

大きく進みますが、中には専門的な視点からの理解や手立てが必要な子どもがいます。また、同じ

ような状況を呈していてもその原因は様々であり、こうした子どもたちの相談や指導を多く経験し

ている教員や他の分野の専門家の助言が有効な場合も少なくありません。

そこで、芝、要に応 じて、相談窓口や巡回相談等を活用することが望まれます。

<市 町村の相談窓回>

府内の多くの市町村では、「ことばの教室」等の通級指導教室が外来教育相談の窓口を設けてお

り、学校にとつては最も身近な相談窓口でしょう。京都府内の 「ことばの教室」の多くには、LD、

ADHD、 高機能自閉症など、通常の学級で学ぶ障害のある子どもの指導のノウハウを持つている

担当者がいます。さらに、「ことばの教室」の担当者の中で外来相談ケースを多数経験 している者

は、知的障害を含めてほとんどすべての発達障害の相談や指導を経験 しており、実践的な助言をす

ることができます。

また、教育委員会の事務局や教育研究所等で、専門的な相談ができる市町村もあります。

<盲 ・聾 ・養護学校>

盲 ・聾 ・養護学校 も相談窓 口を設けています。特に、「養護学校 ・地域等連携推進事業」の指定

校では、外来相談や巡回相談等の地域支援を事業の中心に位置付けています。

養護学校は、障害の重い子 どもの指導についてのノウハ ウの蓄積があ り、障害が比較的重い子 ど

もの理解や指導について、実践的な助言をすることができます。また、自閉症等について専門性の

ある教員がお り、軽度発達障害でも高機能 自閉症やアスペルガー症侯群の子 どもの理解や指導につ

いて示唆を行 うことができます。

盲学校や誓学校は、視覚障害や聴覚障害の子 どもの理解や指導について専門的で実践的な助言を

することができ、視党障害や聴党障害でなくても、「見ること」や 「聞 くこと」に困難がある子 ど

もの理解や指導について示唆を行 うことができます。

<総 合教育センター>

京都府総合教育センターでは、電話、来所等による教育相談の窓口を設けています。

特に、障害児教育部
*|コ

よ、知的障害や肢体不 自由だけではなく、 LD、 ADHD、 高機能 自閉

症等についても高い専門性があ り、保護者が直接 申し込み相談をすることができるとともに、学校

も指導や支援方法について助言を受けることができます。また、二次障害や不登校など心理的なサ

ポー トのだ、要がある場合には、教育相談室のスタソフとの連携による相談を行つています。
*障

害児教育部は、平成17年4月 1日から特別支援教育部に名称変更 します。

<府 の巡回相談等>

「モデル事業」による府の巡回相談では、医師や臨床心理士 と発達障害に専門性の高い教員等に

よる巡回相談チームを編成 して、モデル事業の推進地域の学校を訪問 し、担任や希望する保護者 と

の相談を実施 してきま した。対象市町村の数が多く、 1市 町村あた り教ケースの相談 しか受けるこ

とができませんで したが、医療や心理、教育等の異なる分野の専門家集団による広い視野か らの専

門的な助言を受けることができます。

また、総合推進地域の宇治市では、「ことばの教室」の担当者を中心 とした市独 自の巡回相談チ
ームを編成 して市内全小 ・中学校の巡回相談を行っています。 このチームに医師等は入つていませ
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んが、チームの教員に専門性があれば医師との相談が必要なケースはそ う多くありません。府の巡

回相談チームよりもはるかに小回りがきき、きめ細かな相談活動を展開することができるので、非

常に有効な支援となつています。市町村の規模によつては、こうした取組をするのが困難なところ

もあると思われますが、可能なところから取 り組んでいくことが望まれます。

保健、福祉、医療等の機関も各種の相談窓口を開いています。

巡回相談を受けたり、専門家チームに判断や助言を受けるときに

(1)専 門家の助言等の支援が生かされるために

専門家の助言を受けることは有効ですが、それが生かされるためには、いくつかの留意点があり

ます。特に大切な点を整理 しておきます①

①事実の整理
「この子への対応がどれほど大変か」というような教師の思いを聞いてもらうために相談

するのではなく、「どのようなときに、どのような状態になるのか」「どのように働きかけた

ら、どのようになつた」という事実を冷静に整理 して相談しましょう。

そのためには、指導の仮説を持って子どもへの指導をしていることが大切です。

特に、肯定的なエピツー ドをたくさん示すことが有効です。

②報告内容の整理

相談する相手から問われる可能性のある情報 (例えば、生育歴上の必要なエピノー ド等)

を整理 しておきましょう。

そのためには、良い関係の中で保護者 との相談が進められていることが必要です。他の機

関に情報を提供する場合には、本人又は保護者の了解が必要なことは言 うまでもありません。

③医療に関することの整理

特に、投薬のある場合には、投薬時刻 と効果との関係について、事実に基づき整理 してお

くことが大切です。

④助言の 「練り直 し」

医学や心理学の視点からの助言を受けることは有効ですが、学校でどのように指導するの

かを考えるのは教育の専門家としての教師の仕事です。基本的に、医師等に学校での指導法

を尋ねるべきではありません。

仮に、医療や心理学の専門家から学校での手立てについて具体的な助言があつたとしても、

そのままでは通常の学級における集団指導の中では取 り組みにくいことが多く、内容を練 り

直して取 り組まなければ、教室で取 り組める手立てにはなりません。時々、「助言を受けた

けれども、現場ではそんなことはできない」とか 「助言どお りにやつてみたけれども、効果

がない」などの声が出ることがあります。しかし、そのほとんどは助言内容の問題ではなく、
「練 り直し」(教育の専門家としての助言の生かし方)が 不十分な場合です。

(2)専 門家に相談する前に

相談する前に、コーディネーターを中心に次のことをしておきましょう。

① 校 内委員会で、ケースの優先順位を検討し、相談する (判断や助言を依頼する)ケ ースを

決定する。

② 巡 回相談の依頼をしたり、専門家チームに判断や助言を依頼することについて、保護者の

了解を得るとともに、何のためにどんな相談をするのかについて十分に保護者と相談する。

③ ケ ースについて事実 (子どもの状況、子どもを取り巻く状況、教師の具体的な対応とその

結果の関係、必要な生育歴の情報等)を 冷静に整理する。
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④ ③ の内容を中心に資料を作成する。特に、主訴を明確にしておく

の資料については、第2部参照)

(「アセスメン ト票」等

作成 した資料をもとに、明確かつ端的にケースの説明をするための準備 をする。

事務的な調整を行 う。 (日程、参加者、報告者、報告内容等)

(3)相 談するときに

相談するときには、次のことに留意 しましょう。

① 報 告は、具体的なエピソー ドを交えながら、短く端的に行 う。

② 専 門家チームの委員や巡回相談員の質問に対しては、「思い」ではなく、事実を端的に答

える。なお、把握 していない情報は明確に 「把握 していない。」と答える。

(4)相 談 した後に

相談 した後は、次のことが大切です。

① 助 言を吟味して実態把握の見直しを行い、子どもへの理解を深める。

② 今 までの対応を吟味して見直す。適切なもの、不適切なものを整理し、不適切な対応につ

いては共通理解を図り、すぐに中止する。

③ 緊 急に取り組むべき手立てについて共通理解を図り、すぐに実行する。

④ 見 直した実態把握をもとにもう一度アセスメントを行い、個別の指導計画や支援計画を作

成して、Plan Do Seeのサイクルで実践する。(第2部参照)

何よりも大切なことは、助言の内容を 「練 り直し」て、実践可能な具体的な計画を立て、Plan一

Do Seeのサイクルで支援することです。

貯 コ ラム 「専門家の助言等の支援が生かされない相談事例の特徴」 穀 頼―移 4-‐競″ゆ J‐
鴇

巡回相談チームの委員は、巡回相談や専門家チームで相談を受けるとともに、各々が所属する医

療、福祉、教育等の各機関において多くのケースの相談に携わっていますが、助言等の支援が生か

されていないケースには共通の特徴があるように感 じています。

①  「大変な子」だと、ひたすら子どもの否定的な面と 「自分がどんなに困つているか」という

教自市の思いを語ることに終女台する。

② 指 導の手立てにつながるヒントを求めるよりも、診断名にこだわつたり、「別の場所での個

別指導が必要」、「力日配を付けるなどの指導体制が必要」というコメント (「お墨付き」)を 求め

ようとする。

③  「保護者が子 どもの状態を理解 していない」としきりに訴える。保護者に子どもの否定的な

面ばかりを伝えていた り、「教室できちんとする」ことの指導を保護者に求めていたりして、

保護者を心理的に追い込んでいることが多い。

④ す ぐに 「学級には他の子がいる。特別扱いはできない。」と言 う。こうした学級では、教師

が黒板を背にして喋つている時間が長 く、全体的に子どもの活動が乏 しかつた り机間指導をほ

とんどしていないなど、どの子に対 しても個に応 じた指導が少ない傾向が見られる。

⑤ 子 どもの立場で考えようとい う姿勢はあつても、子どもの状況や子どもを取 り巻く状況、前

の学年の状況や幼児期の状況等について、事実を具体的に把握 していない。

⑤

⑥

ギ

皆

ｔ
鷺

Ｒ
留

簾
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5 結 合推進地域宇治市におrtる取組よLl
～ 学校に求められる支援体制、市町村に求められる夜標体制 ～

宇治市は、平成15・16年度の2年間、特別支援教育推進体制モデル事業の総合推進地域として、
次の二つの狽1面から特別な教育的支援が必要な子どもを支援するシステムの構築を図りました。

1子 どもを支援するための学校体制の構築
2学 校を支援するためのシステムの構築

子どもを支援するための学校体制の構築

(1)校 内委員会の設置

特別な教育的支援が必要な子 どもへの支援等を検討する組織 として、校内委員会を全小

学校 (小学校22校、中学校 9校 )に 設置 しま した。

草◇ 校内委員会の構成は、校長、教頭、教務主任、通常の学級担任、障害児学級担任、    ニ

1            養 護教諭、教育相談担当、生徒指導担当、通級指導教室担当等  |

 `            (ケ ースにより老、要なメンバーがさらに加わる。)        '
|◇ 校内委員会の活動はt① 特別な教育的支援が必要な児童生徒の実態把握        |

l            ② ケースについて、具体的な支援等の協議検討         |

③巡回相談及び専門家チームに相談依頼するケースの整理 ・検討 '
④保護者との相談

⑤研修会の実施

◇ さらに学校独自の活動として、

①授業参観による実態把握

②教育支援カー ドの作成 (有効だった支援等を記入)

③職員会議等での実態交流の定例化

④校内での事例研究

⑤ケースごとに、各部の連携や役割の確認 等があ ります。 !
ヽ 理 破 嬢 期 . A A I M I 球 … 賊 F  t r _ お ヤ … … ′ 穀 車 取 れ , N 競 ― p ナ 辞 … 容 総 | … 1 般 貯 ・締 ' カ ホ 棟・ 鼓 ゆ ・

鞭 競 プ

r卵 (2)特 別支援教育コーディネーター

校内委員会の活動を リー ドする役割があ り

ディネーターを各学校に位置付けま した。

や … ～ 頼 F ― 殺 ～ 車 車 妙 … ぶ 取 な ― 籍 ′嬢

、

関係機関との連携の要である特別支援教育コー |

学校の状況や校種の特徴を踏まえて、複数名のコーディネーターを位置付けて、取り組んで |
いる学校もあります。例えば、ある中学校では、学年ごとに特別支援教育コーディネーターを '

位置付け、学年ごとに小委員会を定例で開催 し、実態把握及び支援の検討を行 うなどの工夫を |

しています。                                      |

今年度の特別支援教育コーディネーターの内訳は、次のとお りです。(複数名のコーディネ |
―ターを置いている学校があるので、学校数よりも多くなつています。)         |

・小学校 :障害児学級担任 (13)、通常の学級担任(9)、教務担当(2)、通級指導担当(2) '
。中学校 :障害児学級担任(8)、教育相談担当(1)                 |

現在、宇治市には、府の特別支援教育コーディネーター養成基礎研修会を修了した者が42名 |
で、その他、学会等の認定資格である特別支援教育士 (LD教 育士)ゃ 臨床発達心理士の資格 ｀

を取得 した者も増えてきました。
ヽ 殺 揮 壊 鞭 帥 聴 鞭 練 穀 ・ 鞭 鞭 鞭 ・ 姫 ・鞭 ン 毅 Pr「 般 ・ ゆ … ,穀 節 節 ,韓 籍 ヤ ゆ !車 ・殺 ヽ 穀 般 中

章

諄

学校を支援するためのシステムの構築

宇治市では、宇治市特別支援教育研究委員会を平成15年度から立ち上げ、市独 自の学校を支援す
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るシステムを構築し、主として、巡回相談と事例研究について活動を進めました。この活動を通 し

て、学校が子どもを支援する体制を立ち上げたとき、市町村としてそれぞれの学校を支援するシス

テムが必要であり、有効であることが分かりました。

また、平成16年度には、LD、 ADHD、 高機能自閉症等を含めた障害のある子どもに対する総

合的な支援体制の整備のために市レベルでの特別支援連携協議会を設置 しました。

r穂 (1)宇 治市特別支援教育研究委員会 殺 ′顛控 沖 ―・控′題・総ヽ お 嬢“神 ―Fr揮審 燦,控 ■

①巡回相談                                   手

学校が子どもを支援するための体制を構築し始めたとき、「どのように子どもを理解して支 |

援していくのか」「校内委員会をどのように動かせばいいのか」「特別支援教育コーディネータ｀
―の役割はどのようなものか」など数多くの疑間が寄せられることが予想されました。このよ ｀

うな疑間に実践的に応えていくために市の指導主事、市内のことばの教室担当教員が相談支援 草

チームとして、市内小 ・中学校への巡回相談を行いました。                |

r・
…・…口…口・……・…口・口・・‐・・口。…口ロロ。…・・口・…Ⅲ…口…口…・・コ・…・・口・…口…・・コ・…a….…・…口…・・コ・……………・…・…・…口・。・…・…・―・―・…・…,…,…,…口…口…。日、 |

lNH談ケー ス数 :平成15年度 延 べHlケ ース (市内小 ・中学校)

平成16年度 延 べ124ケース (幼稚園及び市内合小 ・中学校)

巡回相談の内容 :児童生徒の理解と支援の内容について

校内委員会での実態把握について

校内の特別支援教育コーディネーターの役告1について

保護者との相談の進め方について

特別な教育的支援を老、要としている了ムどもの理解と支援のための研修会への協力
【..ロロ.口。…. …………….ノ

巡回相談に対する学校のニーズは高く、市町村の巡回相談チームは学校のニーズに臨機応変

に対応することができます。市町村においても、専門性のある小 ・中学校の教職員を中心に巡

回相談チームを編成 して、各学校を支援することが有効です。

②事例研究会②事例研究会                                  |
特別支援教育コーディネーターを養成し、実践的指導力をつけるために事例研究を行いまし,

た。事例研究会は、事例を通 して演習形式 ・グループ討議形式で行いました。本年度は5回 実 宮

施 し、毎回のねらいを明確にし、次の内容をスモールステップで積み重ねていきました。   単

第 11可:アセスメン ト票を作成することができる。

第 2卜|:アセスメン ト票の情報 (ケースの情報)か ら判断仮説を立てることができる。

第 3卜liケースの情報及び判断仮説から指導仮説を立てることができる。

i第 4回 :ケースの情報、判断仮説及び指導仮説から具体的な個別の指導計画を立てることができる。

1第 5回 :個別の教育支援言十画の策定の方法が分かる。

特別支援教育コーディネーター としてケースを支援するためには、実践的指導力が必要です。岳

「養成基礎研修会」等で学んだことを実際のケースで生かすためには、このような事例検討や :

演習が大切で、市町村においても、具体的な事例検討の研修を続けることが有効です。    :
｀ 親 ナ妓 , M I H‐ 雛 鞭 襲 ・ 癒 ナ穀 ■般 般 盟 H毅 鞭 鞭 姫 鞭

!鞭 却 名穀 般 締 姫 ・r― 如 1弾 4 V・9 - H殻 節 軍 ・頼 如 ″

″～ (2)宇 治市特別支援連携協議会 -7ナ章_中殺_穀や や 懃研ア嬢‐鞭 nfF確■鞭… … 守 ″ 却、
ユ 教 育関係者以外に、学識経験者、医師 (市内の開業医 :小児科医)、福祉部局 (こども福祉 |
二課、保育課、保健推進課、障害者福祉課)の 関係者の計17名で開催 し、教育、医療、福祉等、 ニ

1各分野における障害のある子どもへの支援状況や各関係機関相互の連携の在 り方について協議 '

|し ました。今後、具体的な連携について検討することと保護者の参加など協議会の構成メンバ |

|― を広げていくことが必要です。                            |
屯親 取 弾 鞭 娘 殻 嬢す帥 鞭…殻 r_醸・穀・rFm姉中 穀十鞭 wナ鞭 韓 頼 親 .般章 韓 鞭 韓 鞭,節弾 「fAイメ

′
ｒ
‥
口
‥
日
‥
，
‥
Ｂ
‥
‐
・
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● 菖 ・警 ・奮護学校の

地域におr寸る特llJ夜擢教育のセンター的役書Jの推進
～ 「モ子fL事業」特RIJ夜揮教育推進依 (奮護学薇)に よる地域支援よいl～

地域に開かれた学校の機能のギアアップを図り校内体制を整えることが大切

盲 ・聾 ・養護学校は、自校の子どもたちの教育の充実を図るとともに、地域の 「特別な教育的支

援を必要とする子ども」への支援にシフ トを広げて、地域における特別支援教育のセンター的機能

を持った学校 として進もうとしてきています。

盲 ・聾 ・養護学校は、これまでも学校の持つ専門性を生かし、就学相談等の教育相談や発達検査

等を実施 してきましたが、今後さらに地域における特別支援教育のセンター的な役割を推進するた

めには、校内体制を整えていくことが必要です。

全国的にも 「支援部」など新たな組織を立ち上げる学校が増えてきました。 し かし、一部の組織

だけが請け負い、学校全体の専門性が発揮できていない事例もあるようです。逆に、特定の分事が

地域への支援を行 うのではなく、これまで教育相談や福祉 との調整などの取組をしてきた複数の校

務分掌の横断的な組織を整備 し、学校全体としてセンター的機能が発揮できるような学校体制を整

えてきた学校もあります。

各学校の実情に応 じて、地域における特別支援教育のセンター的機能を発揮する学校体制を整え

ていくことが必要です。

複数のコーディネーターの指名 (校務分掌への位置付け)を

センター的機能を発揮するためには、相談、研修 ・研究、理解啓発、地域ネットワークの形成等

のニーズに応 じていく必要があります。また、支援をだ、要とする子どものニーズや生活年齢等を考

慮 していかねばなりません。多様なニーズに機敏に応 じていくためにも、小 。中 ・高等部の各学部

や自立活動部等から学校の実情に応 じた複数のコーディネーターを指名 して、支援の要として位置

づけていくことが大切です。

相談支援チーム、地域連携推進会議等の設置でネットワークの構築を

教育 ・医療 ・福祉等の各分野の専門家で構成する相談支援チーム (専門家チーム)へ は高い期待

があります。全ての分野の専門家で構成することは難 しいかもしれませんが、各種専門資格 (国家

資格や学会認定資格等)を 取得 している教職員や自立活動の専任教職員等を活用することにより、

「診断はできなくても、差し迫つたニーズヘの支援策 (プログラム)を 提示する」ことは十分可能

です。

また、地域の教育 ・医療 ・福祉等の各分野の代表や保護者組織の代表等の協力を得て、連携組織

を設置 し、ネットワークを構築することが大切です。個々の子どもの多様な教育的ニーズに応 じて

いくためには、各分野 ・組織の実情や課題等を共通理解 し、調整や連携を具体化していくことが老、

要で、連携組織は重要な役害Jを果たします。

「専門性の向上」と 「センター的役割の充実」は車の両輪

「専門性の向上」 と 「センター的役割の充実Jは 車の両輪です。専門性を向上 させることによつ
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てセンター的役割を果たすことができるとともに、地域を支援する取組を進めることによつて専門

性を高めることができます。

盲 ・聾 ・養護学校では、医療分野の専門的な知識を年間通して学べる機会を積極的に活用 (医療

専門職派遣事業の活用)し たり、個々の教職員が長期休業中等の研修に努めており、専門性の向上

を図つています。また、地域の教職員や保護者と共に学ぶ機会を企画し、講座を開催 している養護

学校もあります。

「モデル事業」「養護学校 ・地域等連携推進事業」での取組より

桃山養護学校では、次のような内容で地域 との連携や支援を進めてきました。桃山養護学校の案

内 リーフレッ トから、地域支援の内容の部分を紹介 します。

連 携 を ひ ろ げ る 5つ の 事 業

(京都府立桃山養護学校 「地域 とともに拓いていく」)

まず、気軽に相談してみてください

平成17年度は、小 ・中学部が通学制になつている府立養護学校 7校 (桃山、向日が丘、南山城、

丹波、中丹、舞鶴、与謝の海)で 「養護学校 ・地域等連携推進事業」(P9参 照)を 進めていきま

す。

支援内容は学校によつて少々異なる場合もありますが、積極的に活用 してください。

まず、各学校のコーディネーターに気軽に問い合わせてください。

最近では、保護者からも多くの相談があります。学校の電子メールでもつながります。個人情報

の保護については徹底 し、保護者及び相談者に了解を得て関係機関との調整 ・連携をさせていただ

きますので安心して相談 してください。

1教 育 口巡回相談

障害のある子どもたちの子育て、学校のこと、障害、発達や就学、進路などの相談、必

要に応 じては、専門家チームと学校に訪問します。継続 した相談ケースが増えています。

2教 育機器 口教材の貸出

日常の教育活動にお役に立つ教材や教育機器の貸出をします。教材については、是非、

実践の交流もすすめていきたいです。

3校 内研修等の講師の派遣

障害、発達のこと、教育実践のこと、特別支援教育等の新しい動きなどについて、各学

校 ・地域での学習会の講師を派遣します。人数の少ない会合でもお気軽にお問い合わせく

ださい。

4地 域の先生の実践 ・研究の支援

障害児学級等を担任されている先生が、学習指導や子どもたちの対応についての実践や

研究に関わる相談を支援 します。本校の授業を通 して指導方法や学級経営などを学ぶ 「1

日体験研修」も実施 します。

5地 域生活支援の相談

支援費のサービス内容や利用の方法、放課後や休 日の問題、急な用事での介護の問題等

々、地域での生活支援に関わる相談が増えています。

保護者 と地域生活 (生涯)支 援を一緒になつて考えていきたいと思います。
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7 理 解を配隠や支援に

校内支援体制を組んで支援方策や指導の工夫改善を検討 したり、専門家に相談をしても、担任等

がそれを理解 して対応 しなければ何もなりません。また、校内のリソースを活用した指導体制を組

んだとしても、それが子どもの気持ちを尊重 し、実態に応 じた適切な指導や支援でなければ、かえ

って辛い思いをさせることになりかねません。

教師は、ともすれば子どもを指示どおりに動かしたくなりますし、行動面で 「大変な」子どもに

は大人が付いて行動を抑制したくなります。そして、それができる体制を作ることが支援だと錯覚

してしまうことがあります。 し かし、特に自閉症や軽度発達障害の場合、常識的な対応により事態

を悪化させることがあるため、障害の特性を踏まえた指導方法や支援内容の工夫改善が必要です。

「子どものための支援」を考えるにあたつて、ADHDの ある子どもを例に、典型的な2つ の事

例を紹介します。

<事 例 1>

1年 生のA君 には、授業中の私語、立ち歩き、他の子 どもへのいたず らが頻繁にありました。

このクラスには30人以上の小学校 1年 生の学級に加配 される補助教員が入つています。A君

の横にはこの補助教員が張 り付き、A君 をちゃんとさせ ようと一生懸命関わつていました。

担任がプ リン トを配つたときの様子です。当然、A君 はそのプ リン トを触ろ うとします。 し

か し、補助教員は担任がまだ指示をしていないので、「手はお膝」 と注意 しま した。仕方がな

くA君 は手を膝に持つて行きますが、またプ リン トを触ろうとします。するとすかさず 「手は

お膝」の指示。そのや りとりの後、A君 は突然、 目の前のプ リン トを前に放 り出し、後ろを向

いて友達にちょつかいを出し、嫌がる友達に暴言を吐きました。

こうした対応は、「何 もせずにじつと座つていることが苦手」なADHD児 には最 も辛い対

応です。また、補助教員がぴつた りと付いているため、A君 は担任の話を全 く聞いてお らず、

他の子 どもとの関わ りも奪われているのです。 「攻撃的で 自己コン トロールができない」 と言

われる子 どもの中には、障害のためではなく、こうした対応によつて 自己肯定感が損なわれた

結果であることがあ ります。巡回相談員は、このような視点を踏まえて具体的なア ドバイスを

行いま した。

<事 例 2>

B君 も 1年 生です。入学式の次の 日から、10分ともたず教室を飛び出 していました。 このク

ラスも30名以上なので補助教員が付いています。
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相談を受けた巡回相談員は、「何をしてはいけないのか」ではなく 「何をすればいいのか」

をB君 に分か りやす く伝えることが大切であ り、補助教員ではなく担任がキーパー ソンになる

ことをア ドバイスし、支援プログラム作成を支援 しま した。

全教職員でB君 への対応が確認されました。それは、「授業中、教室の外でB君 を見かけた

ら、必ず 『担任の先生に言つてきた?』 と声をかける」ということです。そのうち、声をかけ

ると担任に言いに帰るようになり、次には担任に言つてから教室を出るようになりました。B

君と担任 との信頼関係ができてきたころ、「10分たつたら帰つて来ようね」と約束をし、約束

が守れたら大いに誉めることを繰 り返しました。

また、教室で補助教員が隣に付くことを止め、「何もせずに待たねばならない」時間がない

よう、担任や補助教員がタイミング良く声をかけ、早目に次の課題を与えるなどの支援を続け

ました。

6月 には教室からの飛び出しが減 り、課題ができてから席を立つようになりました。その後、

勝手に席を立つこともほとんどなくなり、他の子どもとの トラブルt)起こらなくなりました。

(プライバシー保護のため、事例 1, 2と も同様のいくつかのケースを組み合わせ、

本質を損なわない範囲で脚色してあります。)

診断名や加配教員の有無が最も大切な問題なのではなく、「教師の立場からではなく子どもの立

場から子どもを理解 し、その理解をいかに実際の配慮や支援に結びつけるのか」ということが重要

だということが分かります。

特に、TTで の指導や 「取り出し」での個別指導、在籍児童生徒が 1名 の障害児学級での指導の

場合、ADHD、 自閉症等の子ども、多動や攻撃性のある子どもに対しては事例 1の ような対応に

陥りやすいことに十分気をつける必要があります。また、このような対応をしても直ちに状況が悪

化することはなく、とりあえず落ち着いて生活や学習をするようになつた子どもの中に、思春期以

降に著 しい不適応 (極端に激 しい攻撃的行動や、逆に、引きこもりなど)を 呈する子どもがいます。

本来子ども同士の トラブルを含めた関わりの中で育つはずの社会性が育たずに時だけが過ぎていく

危険があることにも、十分に留意することが必要です。

もつとも、それまでの不適切な対応によつて二次障害に陥り、自己肯定感を失って被害意識や攻

撃性を元進させてしまった子どもの場合、適切な対応をしても、<事 例 2>の ように直ちに改善す

るとは限りません。 しかし、いたずらに常識的な個別対応に陥ることなく、必要な個別対応を加え

ながらも学級集団の中での指導や支援を基本にすることが大切です。

昨年発行 した 「支援ガイ ド」から、保護者の手記の一部をもう一度紹介します。
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(子どもを)理 解 をするとい うことは本 当に難 しい。でも、理解が難 しくても、「ここに居

ていいんだよ。」「人 と違ってもそのままでいいんだよ。」 と一人一人に肯定的なメッセージを

伝えていくことは最低限必要だ し、それが とても大切なことだ と思 う。

理解 しようとしても難 しい場合、 どうか何よりも暖かい 目で、評価せずに見守ってほ しい。

教師の手立てが通 じないときも、子 どものせいに しないでほしい。その手立てが うまくいかず

子 どもを混乱 させておいて、冷たく放ってお くことはないようにしてほしい。

「支えられている。」 とい う気持ちを持つ ことが出来た ら生きていける。

まず、「担任を中心とする学校の教師が、その子への肯定的感情を持つていること」「学級集団の

中にその子の 『居場所』が確保 されていること」が何よりも大切です。また、障害のない子どもた

ちに対しても、個に応 じた指導と子ども同士の関わりが大切にされた学級経営がされていることが

前提です。

分析的な個別理解や個別対応は、その上ではじめて生きてくるものなのです。
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第 2部

個別の指導計画作成ガイ ド

月 日冴翠み通 専材白



コ 惰 呂J支援教育こ個llJの指導計画

個別の指導計画は、一人一人の子 どもの実態を正 しく把握 (理解、評価)し 、達成可能な 目標を

立て、障害の状態、発達段階、特性等に応 じた指導内容や手立てを工夫 して指導 し、その結果を検

証 して、その子に合った指導に迫つていくためのツールです。

個別の指導計画は、学習指導要領では、首 ・聾 ・養護学校で学ぶ子 どもたちについて、障害が重

複 している場合 と自立活動の領域において作成することが義務づけられていますが、それ以外の規

定はあ りません。 しか し、障害種別や発達段階が同 じでも認知特性等は一人一人異なるので、障害

児学級で学ぶ子 どもや通常の学級で学ぶ LD、 ADHD、 高機能 自閉症等の子 どもの指導において

も有効で必要なツールです。

こうした子 どもの場合、「見え方、聞こえ方、感 じ方、分か り方」にはその子固有の独特なもの

があることが多く、もし認知特性等を無視 した指導がされたら、子 どもは持てる力を発揮すること

ができません。また、認知特性等に合わない特別な手立てがされたら、子 どもはかえつて苦行を強

いられることにな ります。

また、特別支援教育では、「指導内容 と方法のすべてを担任に任せて、特別の場だけで指導する」

のではなく、「必要に応 じて特別の場 も活用 しなが ら、子 どもに関わるすべての人々が連携 して指

導 し、指導や支援がその子に本当に合っていたかを吟味 して進めるJの で、子 どもに関わるすべて

の人が共通理解のできる具体的で分か りやすい指導計画が重要にな ります。

特に、LD、 ADHD、 高機能 自閉症等の子 どもは基本的に通常の学級で学んでお り、担任等が

その子 ども固有の 目標、手立て、配慮事項を意識 していなければ、
一

律の指導に流れた り、逆に不

適切な個別指導を行つて しま う危険が大きいのです。盲 ・聾 ・養護学校や障害児学級で学ぶ子 ども

よりも必要性が高い とまでは言いませんが、通常の学級で学ぶ障害のある子 どもにも個別の指導計

画を作成 し、Plan DぃSeeのサイクルを確立 して指導することが大切です。

Z 実 態の整理こ7セ スメント
～ との子 の立場 に立 って理解するための実鰐把 握 (整理 こ評価 )お 1ら ～

個別の指導計画でまず大切なことは、子どもの立場に立って理解するための実態把握です。「実

態把握こそ最も大切である。」 と言つてしまうと誤解を生むかもしれませんが、実態の評価が正 し

くなければ適切な支援にはなりませんので、実態把握 (実態の整理 と評価)は 特に大切なものです。

実態と称 して、子どもの問題点を列挙した記述を見ることがありますが、実態把握は 「大変な子」

というレッテルを貼るためのものではありません。「その子の立場に立って理解するためのもの」

であることをいつも心に留めておくことが必要です。 したがつて、「できないことの羅列」では何

の意味もありません。実態把握 (実態の整理 と評価)は 、達成可能な目標を設定し、楽に取 り組め

るようにする手立てを明らかにするためのものです。そのためには、次のことが大切です。
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① エ ヒ
°
ソー ドを事実に基づいて冷静に整理する。抽象的ではなく、具体的に 「どんな時に、

どんな困難があるのか」、「どのように働きかけ、その結果、どうだつたか」など、事実に基

づいて整理する。

② 好 きなことや得意なこと、得意とする取り組み方などを整理する。

(マイナス面ばかり整理しても、達成可能な目標や有効な手立ての設定にはつながらない。)

③ ① ②について (①②を総合して)、「なぜか」を考えてみる。その際、その子の 「見え方、

聞こえ方、感 じ方、分か り方 |な どの理解 |こ努め、その子の視点か ら考えてみる。

この③のプロセスで有効なのが′い理検査です。心理検査は、判断仮説や指導仮説の可否を検証し

たり、見落としている視″点を見つけたりするのに役立ちます。

また、ADHDや 自閉症等が推測される場合などで、本人や保護者との信頼関係が深まり、評価

・分析 したい内容が明らかになつているときには、医師の診断や助言が有効です。 しかし、心理検

査や医師の診断がなければアセスメン トができないとは考えてはいけません。

なお、実態把握はあくまでもその子の理解を深め具体的な支援をするために行 うものです。いた

ずらに時間をかけることなく、事実を整理 して仮説を持ち、すぐに目標 と手立ての設定に移ること

が大切です。

実態把握 (整理と評価)の ための様式例を紹介します。これは、モデル事業の専門家チームや巡

回相談で使用しているものです。障害児学級でも使用しているところがあります。

ア セ ス メ ン ト 票 (様式側
作成 日 i平 成   年   月   日

作成 者 i

諮検査結果 (知能 ・認知特性 ・その他) 運動 ・基 本的 生活習慣 ・そσD他

身体 ・医学面 興味 ・強 い面 ・指導に利用できるものな

指 導 仮 説

判 断  仮  説 支援 と配慮

<学 級 にお け る支援 >

<通 級指導教室等における支援 '

<家 庭 にお け る支援 >

指 導 の 仮 説

米 必 ず A版 で作成十 る こ と (原則 と して IA 3」 1枚 /「 A 4 1  2枚 分 )

ケース 主  訴

生年 月日

学 校 ・学年

保護者

学校

家族構成 ・家族状況 生育歴 ・教育歴

学校 ・学級 y,ょぅ→ 学力 (国語 ・算教 ・その他)

前年期 の評定 ( 年  学 期 : 殿 階 )

国語 1算敬

行動 ・社会性 言語 ・コ ミュニ ケー シ ョン
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アセスメン ト票 碇入例)
竹:)3文Fl : 1`/lj蛇    勾ニ    ナ!     1引

竹モナ成材
‐
t

Ｉ
　
Ｎ
Ｏ
　
Ｉ

ケース 灰 腋 状 況 ・家 歴 状 況

氏名    A
生年 月 H  平 成〇年①月○ 日

学校 ・学年 ① O① 立①o小 学校  2年

(パー ト勤務 :本児 ド校時刻は在宅)
(小学校 5年 /li)

(4歳 、保育園年中)

父
母
兄
妹

訴主 生育歴 口教育歴
担と任からの主訴
①自分勝手な行動があり、トラブルが多いて
②まだ離席することがあり、子遊びt)多いて
③漠字が覚えられない。
保護者からの主訴
①けんかが多く、誤解を受けやすい。
②怪我が多い。
③落ち着いて勉強することができず、基礎

学力の定着について心配 している。

①満期産、2980g、特記事項なし
②定頚3カ 月、立つ10カ月、始歩12カ月
③人兄知り、後造いあり (子L児期後半)
④哺語あり、始語(有意味許)18カ月

言葉は順調に発達 (喋り過ぎの感あり)
⑤幼児期は多動、何度も迷子になつた。
⑥怪我が多い。(骨折2 1til)
①各種健診では、発達 Lの問題の指摘なし

(多動については助言を受けた。)
学校 口学級でのようす

①昨年度は、入学式の翌 ||から立ち歩き、教
室からの飛び出しが頻発。庄つていられる
時間は10分以 下であつた。 (迫いかけると
それが遊びになって しまう。飛び:[けのは、
教師がンlt意した時、子持1)ぶさたな時、友
達との トラブルがあった時)
また、友達にち其つかいを出して、 ト ラブ
ルが頻発していた。

②多動に配慮 した特導により、昨年度 2学 期
には教室からの飛び出しはほとんどなくな
り、本年度は離席も少なくなった。
しかし、子遊びは多く、授業中挙手をせず
に勝子に発声することが多い。

③テンポのよい授業では生き生きと活動する
が、じっくり考える援米では授業の流れを
乱す。「繰 り返 し練習」の課題は途中で放
り出すことがある。作業は杵で速く、自分
の課題が終わったり、退屈 したりすると、
周 りの友達にちょつかいを出す。

④後片づけが嫌いで、整蝉繁頓ができず、机
の Lゃ周 りはいつく)雑然としている。

行動 口社会性
①皆で一

緒に行動することは好きだが、我慢
して人に合わせることは難 しい。(山分勝
手に見える行動が多い。)
・自分が中心になつて者を仕切りたがる。
・ルールを破つたり、勝 子にルールを作っ

て友達にllPしつけることがある。(ルー

ルそのものは,早解 している。)
。自分の思 うとお りにならないと、遊びか
ら抜けてしまうことがある。

②暇になると友達にちょつかいを出して、 ト
ラブルになることが多い。
トラブルになると、すぐにかつとする。
榊子から攻撃されたと感 じると、すぐに手
を1出してしまう。
ただし、友達との トラブルが多いわりには、
嫌われていないじ

③掃除や当番活動ではむらがあり、活動の内
容が面白そ うなときには 一生懸命取り納む
が、そ うでないときには、勝 子に遊んでい

たりすることが多い。

言語 ロコミユニケー シ ョン 身体 ・医学面

①ま諮 ・コミュニケーション能力そのものに
は問題がない。

②相手の気持ちや 「場i而び)空気」を読み取る
命と力は 1‐分にある。

①大人、 r力どt)を門わず、人と関わることは
人好きである。

④
‐方、相手に合わせたり、相手を待った り

することがなかなかできない。

① 子指の操作と協調運動の十1珂題以外に、身体
的な問題はない。

② Al)IイID(多動 ・衝動型)σう診断あり

(11 年 月 十1、381占院80Dr)
①日乍哲T : 5 )は リリタリン服)干] .
(当`初は血中濃度が低ドt′た時玄1に多動件が増lllしたが、
現在はあまり感じられない.■Fl l的にはほとんどコント
ロールされているように思われる=)

果 (知能 口認知特性 口その他) 学力 (国語 ・算数 。その他)
W I S C一 田

(H 年 月 日、検合者10000/□□小ことばF)教室)
占言許性IQ=114、動作′性Q=92、全tQ=104

言語理解=118、知党統合=90

ヤi二意記憶=88、 処岬j速度=89

(「処理速女! |、十1某そ0もlrlは速|がヽ、誤り'1多|のヽで↓)
ド位検査項 IJでの特記事項
数哨SS=7、記号SS=6(誤Ⅲが多|のヽで↓)
算4衣SS=9(年齢以L″)課題もできるが、誤りが多い1)
符号S S = 1 0 (多数正1年だが、誤りが多いc )
本責オこ棋桟蕉(「↑|げ)Jの処理が芝、要な課題でlrL乱する1)

<国 語>

①昨年度は、斜めの線のある文41が難 しく、
鏡文字があった。スムーズに文字を追うの

に洋労 していたが、吉読練習年により比較
的楽に読むことができるようになった。読

解力には問題がない。(物語、説明文とも)
②授業中の勝 手な発言は多いが、理解力、表

現力とも1用題はない。
③漢字は読めるが、覚えられない。 (漢字テ

ストでは、練習 した直後でもfにしく書ける
のが 5常」程度。そもそも、練背を嫌 う。)

<算 枚>

①計算では、ケアレスミスが多いが、数壁の

概念は 十分理解 している.
②文章題は、十分読まずに取 り組むので誤 り

t)多いが、意味は十分理解できるし
③l対形の課題は古子である。
<仕 活>

①様々なことに興味を持ち、発想が撃かで、
ユニークな発言をする。

②中心になって活動することt)多いが、退屈
になると勝手なことをした り邪魔をする。

<肖i楽・隊1工・休育>

子指び)操作、協調運動が持子なので、土手
くできないことが多いが、楽 しんでいるn

運動 ・基本的生活習1営`・その他

①体を動かすのは大好きであるが、協調運動
がtキ手。器械運動は特に苦手。
(歌うσうは好きだが)器楽が苦手、(1苗画 ・

工作は好きだが)米占上が上手く扱えないな
ど、子指の操作性のlAl難が見られる。

②強い刺激を求める。筆圧が強すぎる。
(力を抜いてコン トロールするのが古子。)

③教生内では靴を履いていないことが多い。
①整理整頓や物の管興が苦手で、すぐに物を

紛失する。
⑤基本的/li活習′1賢の他の面では問題がない.
興味 ・強い面 B指導に利用で きるものな ど

①何にで()興味を持つ。(熱しやすく冷めやす↓ヽこ)
②占言キ的な理解力 ・表現力は高い。
③優しい気持ちを持つている。(受容され、尊重

されれば、神手に対して優しく接することができる。)
判 断 仮 説 ミ'稗喜ン西ユ慮

①知的な発達の遅れはない。
②ADHD(多 動 ・衝動有4)/診 断あり
③IフD(書 く)があるとフ思われる。
①協調運動の囚難があると思われる。
③感党の問題への配慮が老、要な児まである

<学 級 (集団活動)に おける支援 >

①学習に集中することができるよう、座席を
配慮するとともに、教材牛が机 上に準備 さ
れているか等を確認 して授業を進める。

②学習や学校生活の 「ルールJを 明確にして

対応するとともに、テンポが良く、児童の

活動が 十分にある授米を行 う。
③教師主導によるルールの枠内で、多動等が

一定認められる活動を用意する。
①他の児童との トラブルは、互いの思いを 十

分に聞くとと()に、事実を冷静に振 り返る
力を育てるチャンスとして活用する。
(以 下降)

<1判別指導場面における支援 >

(略)
<家 庭における支援>

(略)
(詳細は、個別の指導計画に記載する。)

指 導 の 仮 説

①年齢榊応の学習や活動を 卜分に用意 し、達
成感を 十一分に感 じさせることにより、

′
¥:力

の定着と社会性の育成を図る。
②ADHDと 感覚の問題について 卜分にFIP解

し、刺激を精選するとともに、本児にだ、要
な刺激 と身体の動きを含む |ム分な活動を保
障する。

③祝党認知 Lの特性 と手指の不器用さを路ま
えた個別llL慮(必要によりlll別指導)に よ
り、書くことへの支援 と配慮を行 う。

③手指や身体の動きへの無理のない支援を行
い、白己ず予定感を失わぬよう十分配慮するぃ
(個人情報を使用 しないように したので、このアセスメン ト票は特定のケースの t)のではありません。

多数のケースを参考に しながに)、祀哉内容に矛盾がないように例として構成 したものです。)



3 目 標こ手立ての設定

実現可能な目標の設定

次は、実現可能な目標の設定です。

十分なアセスメン トによる実態把握をもとに長期 目標を設定し、次に短期目標を設定するのが望

ましいのですが、とりあえず実現可能な目標を立ててみることも有効です。なお、目標 として記述

することは教師の心構えではありません。あくまでもその子に育てる力、その子が達成する内容を

明確にしたものが目標です。そのためには、次のことが大切です。

i① 一 定期間にその子が達成 しようとする内容を端的に記 したもの、達成したか否かが明確に i

l 評 価できる具体的なものであること。                         i

l (「 漢字を覚える。」「コミュニケーションの力を高める。」というような抽象的なものや、「言 |

! 葉 の力を豊かにすることに努める。」とい うような心構えのようなものは役に立ちません。)!

i② 実 態把握を踏まえ、実現可能と判断できるものであること。              i

l (例 えば漢字を覚えるのが困難な子どもに対して、「当該学年の漢字をきちんと覚える。Jと |

| い うような 「絵に描いた餅」では役に立たないだけでなく、不要な苦労を子どもに強いるこ |

: と になります。)                                i

l③ 保 護者とも協議 し、保護者の意見を尊重 して設定することが望ましい。本人の意見を聞い |

| て 設定できれば、なお有効である。                          |

! (教 師は、自分だけで決め、保護者に対しては協力を求めるだけという傾向がありますが、 !

i 保 護者は教師以上にその子を見続けてきたパー トナーです。 し たがって、保護者には、計画 i

l 段 階から参画してもらうことが有効です。また、実際に取り組むのは子ども本人ですので、 十

1 目 標の設定の段階から本人の意見を聞くことが大切です。)

指導内容とその子が楽に課題に取り組める手立ての設定

目標の設定とセットになるのが、指導内容と手立ての明確化です。 目標達成のための手立てなの

で、目標を設定してから行 うものですが、子どもが楽に課題に取 り組めるように支援するために、

とりあえず手立てから考えてみることも有効です。

指導内容や手立ての設定では、次のことが大切です。

① 手 立ては、その子が楽に課題に取り組め、目標を達成するためのものであることを常に意

識 しておくこと。

(「頑張つて取り組むように支援する。」というようなものは手立てではありません。本人が

楽に課題に取 り組めなければ効果は望めません。また、「保護者 との相談を行 う。」「個別指

導を行 う。」などの 「内容が明確でないもの。」は手立てにはなりません。)

② 指 導内容は、その子の課題の克服につながるものであると同時に、その子の得意なこと、

好きなことが生かされるものであること。

③ 実 態把握の時に考えた 「なぜ」を大切にし、その子の認知特性に合ったものになるように

工夫すること。

④ 手 立ては、それが適切だつたか否かの検証が可能で、具体的なものであること。

(「障害の特性に配慮する。」「視覚優位に配慮する。」というような抽象的なものでは役に立ち

ませんし、実際に行った指導方法が適切であつたか否かが検証できません。)
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<個 別の指導計画の様式例>

個別の指導計画の必須項目 (欄)

①指導目標 :長期目標 (年間目標)と 短期目標を設定することが望ましい。

②指導の手立て :指導内容が他の児童生徒と異なる場合は、指導内容を含む。
③評価 :一定期間後に指導目標に照らしての達成状況と指導そのものの評価を記入するための欄

◇実態の欄を設定しても良いが、実態の整理と評価については、アセスメント票等の別紙に整理

する方が活用しやすい。

<様 式例 1:そ れぞれの願いを明確にし、全体的な目標や手立てを整理して取り組む様式例>
氏 名 担任の願い

保護者の願い

記入者名

長期 目標 短期 目標 指導の手立て 評   価

学

　

習

1学期

2学期

3学期

生

　

活

1学期

2学期

3学期

そ

の

他

1学期

2学期

3学期

(実態はアセスメン ト票に記載)

<様 式例 2:指 導や支援の場ごとに日標や手立てを明確にして取り組む様式例>

氏  名 長期 目標

記入者名

期  間 平成 年  月 ～ 月

場 目 標 指導や支援の具体的な手立て 評  価

学

級

集

団

個

局可

家庭

(実態はアセスメン ト票に記載)
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<様 式例 3:教 科等の指導内容ごとに目標と手立てを明確にして取組様式例>

氏  名 教科・領城等 長期 目標

記入者名

学期 短期 目標 指導の手立て ・留意点 ・指導内容等 評  価

1学期

2学期

3学期

まとめ 備

考

(実態はアセスメン ト票に記載)

<様 式例 4:様 々な情報を整理分析してアセスメントを行い目標を明確にする前に、当面の状況を整理して取

り組むための様式例 (この取組の評価を通して、目標等を明確にする。)>

学年 ・組 ・氏名 ( 年  組 :      )担 任 (      )記 入者 (      )

気

付

き

担任

保護者

生徒

緊

急

の

課

題

現状、背景、解釈等 当面の具体的な手立て ・支援策

状況

背景

解釈 (判断仮説等)

学校

家庭

その他

そ

の
他

の
課

題

現状 と課題 (困難の順位を明確にして、必要項目のみ記入) 当面の具体的な手立て ・支援策

教

科

等

生

活

等

家

庭

評

価

状況の変化 手立ての評価
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4 個 側の指導計画の活用

「楽に作れて、役に立つ」個別の指導計画の作成を

個別の指導計画は、その子の認知特性等の実態に合った支援をするために作成するものです。実

現可能で、その子 も先生 も楽に取 り組めるものでなければ役に立ちません。作ること自体が 目的で

はなく、「立派なもの」が役立つわけではあ りません。活用 してこそ意味のあるものです。

◇ 「楽に作れて、役に立つ」 これがポイントです。

◇ 役に立つためには 「具体性」が重要です。

<チ ェックポイン ト>

◇実態が否定的な面の羅列になっていないか。専門用語の羅列になっていないか。

客観的に事実が整理されているか。

◇目標が抽象的な記述や教師の心構えになっていないか。(担任以外の関係者でも、達成 し

たか否かについて明確に評価することのできる具体的な目標になつているか。)
。「コミュニケーションの力を高める」というような抽象的なものになつていないか。
・「コミュニケーションの力を育てる」というような教師の心構えになつていないか。

◇手立てが抽象的な記述や単なる指導体制の記述になっていないか。
・「障害の特性に配慮する」「視覚優位に配慮する」等の抽象的なものになつていないか。
。「個別指導を行 う」というような手立ての内容を抜きにした単なる指導体制の記述にな

っていないか。

◆担任以外が、個別の指導計画を見てその子への対応のポイントが分かるか。

少なくとも不適切な対応をしないですむような明確で具体的なものになつているか。

とりあえず書いてみること

そして、とりあえず書いてみましょう。書き始めると、きつと曖味だった点に気づくことになり

ます。書くことそのものが、その子を見つめ、理解を深めることにつながります。

また、案を作るのは担任個人でも、校内委員会等のチームで検討 して作成 しましょう。

エピソー ドの記録と整理

個別の指導計画は、学期初めに作成 して しまい込み、学期末に取 り出 してくるのでは役立ちませ

ん。特に、手立ての評価は頻繁に行い、子 どもの変化に合わせて変更することが大切です。

例えば、不適応行動がエスカ レー トしているADHDや 自閉症等の子 どもの場合、必ず しも子 ど

もの狽Jが悪化 しているのではなく、子 どもの状態に合わない手立てを続けて悪循環に陥っているこ

とがほとん どだと考えられます。

個別の指導計画は、子 どもの変化に合わせて変更することが大切なので、実態把握、目標、手立

てが合わなくなれば、学期途中でも修正 していきましょう。

もちろん、毎 日毎 日、個別の指導計画を検討する必要はあ りません。また、個別の指導計画には

整理 して端的に記述するため、具体的なエピソー ドを十分に記録することができません。
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そこで、大切なのは日々の記録 (エピソー ドの記録)で す。子ども理解 と手立ての見直しに役立

つエピノー ドの記録には、次のことが大切です。

① 心 にとまつたポイン トに絞 り、事実を冷静に記述すること。(事実、解釈、教師の思い等

を混同せず、まず事実を冷静に記述することが大切です。)

② 行 動や対人関係上の問題の場合は、必ず、「どのような場面で、どのような行動があった」
「それに対してどのように働きかけ、その結果どのような反応が返つてきた」というように、

教師との関係性、他の子どもとの関係性の記述であること。 (「関係性」を抜いた記述、特に

子どもがどんな問題を起こしているかというだけの記述は、全く役に立たない。)

③ 事 実に対して、なぜなのか、どう考えたいか、次はどう対応したいかというコメン トを添

えてお くことが望ま しい。

指導や支援に役に立つエピソー ドの記録の参考例です。

Aが 一人お気に入 りのスペースで遊んでいたところ、そこにBが 入つてきて遊び始めた。

並行 して遊んでいたが、Aの 手がBに あた り、はずみでBは 壁に頭 をぶつけた。周 りの子 ど

もたちが 「A君 、謝れ」 と言つたが、Aは 謝れず、子 どもたちが言えば言 うほど興奮 してき

て、今度はCの 手を噛んで しまつた。そ して、「死ぬ」 と言つて窓によじ登つた。止めれば

止めるほど興奮 していく。担任がAを 窓から降ろす と、今度は担任を蹴 りながら自分の頭を

叩くパニ ックを起 こして しまつた。落ち着かせるために集団から離す老、要があると思い、職

員室に連れて行つた。Aは 、自分でもいけないことをしたと分かっているのにどうしていい

のか分からない様子で、ずつと 「死ぬ」 と叫んでいた。

その うち、「一人にな りたい」 と言 うので、Aの 一番落ち着 く暗幕のある部屋に行き、落

ち着かせ る。給食 も真っ暗な中で一
人で食べていたが、「落ち着いた ら戻つてきてね」 と言

うと、「うんJと 答えた。給食時間が終わる頃に、落ち着いて教室に戻つてきた。

興奮 しているときには、何を言つても指示が入 らないので、落ち着かせてから話 しをする

必要がある。また、喧嘩が起 こる前に、他の子 どもたちへ働 きかける必要性を感 じる。

(プライバシー保護のため、いくつもの記録を組み合わせ、本質を損なわない範囲で脚色してあります。)

このような記録が次の働きかけに役立つのです。この日の出来事は非常に重要なものであつたの

で、長い記録になつていますが、むしろ長い記録の必要はありません。①②③に留意 して、2行 で

も3行 でも心にとまったことを記録するだけで、見えなかつた子どもの様子が見えてきたり、子ど

もへの理解のヒン トや手立てが見えてきます。

また、保護者との連絡帳を活用することもできます。子どもの問題事象だけを記 したものではな

く、指導との関係を冷静に整理 した記述をすれば、記録としても有効であるとともに、保護者 との

共通理解を図ることのできる有効なツールとなります。

Pian―Do一Seeのサイクルの確立

Plall Do Seeのプロセスを重視 して結果を評価 し、常に実態把握の内容、 目標、指導内容、手立

ての見直 しを行 うことが必要です。

この時、担任任せにせず、校内委員会等のチームで評価 と見直 しを行 うことが大切です。学校 と

い う場は、その子を直接指導 していない教員が担任の指導についてコメン トするのが非常に難 しい

のが現実ですが、担任等を支え、子 どもを支援するためには不可欠です。

どんな計画にも見直 しと修正が必要ですが、障害のある子 どもたちへの支援では、特に手立ての

評価を頻繁に行い、少なくとも、その子に合わない対応を続けることのないように特に気を付けな

がら、より適切な指導や支援を常に見つけていきましょう。
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5 個 llJの教育夜揺計画につけ1て

障害者基本計画に盛 り込まれた個別の支援計画

Plan Do Seeのサイクルによる障害のある子どもへの支援のツールとして、学校が作成する個別

の指導計画とともに、その子どもを支援する関係機関が連携 して策定する 「個別の教育支援計画」

があります。

平成14年12月、平成15年度を初年とする 「障害者基本計画」が閣議決定され、「重点施策実施 5

か年計画」(前期 5年 間において重点的に実施する施策及びその達成 目標並びに計画の推進方策)

が決定されましたが、そこには次のように示されています。

障害者基本計画

障害のある子どもの発達段階に応 じて、関係機関が適切な役割分担の下に、一人一人の

ニーズに対応 して適切な支援を行 う計画 (個別の支援計画)を 策定して効果的な支援を行

う。

重点施策実施 5か 年計画 (新障害者プラン)

盲 ・聾 ・養護学校において個別の支援計画を平成17年度までに策定する。

「個別の支援計画」と 「個別の教育支援計画」

「個別の教育支援計画」は、障害者基本計画における 「個別の支援計画」と同じものです。

主として学齢児の場合、「個別の支援計画」は学校等の教育機関が中心になつて策定することに

なりますが、これを 「個別の教育支援計画」と呼びます。

「個別の教育支援計画」と 「個別の指導計画」

「個別の指導計画」が主 として学校教育における指導や支援について学校が作成するものである

のに対 し、「個別の教育支援計画」は、学校教育を含むその子 どもの生活全体への支援を視野に入

れて、関係機関との連携の下に策定す るものです。

「個別の教育支援計画」は、医療、福祉、労働等の関係機関が連携 して一人一人のニーズに応 じ

た支援を効果的に実施するための計画で、様 々な支援を必要 とする障害のある子 ども一人一人につ

いて、その子 どもに関わる機関や人々 (医療、福祉、労働等の関係機関や保護者等)と の密接な協

力体制の下で、学校等の教育機関が中心 となつて作成 します。 このことは、障害のある子 どもを地

域社会に生きる個人 として、社会全体が支援 していくとい う考えを背景 とし、子 ども一人一人を見

つめてそのニーズに対応するために、地域社会の支援体制の中で生涯にわたつて支援することを考

え方の基本 としています。

したがって、「個別の教育支援計画」において最 も大切なことは、様式をどうするか といつたこ

とではなく、策定過程において 「学校外の関係者 とどのように連携 し、どのように共通理解 を図つ

ていつたか」とい うことや、実施過程において 「それぞれの場で実際にどのような支援が実施 され、
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どのように評価 して、支援の中身をどのように発展させていつたか」ということです。

次の資料は、「今後の特別支援教育の在 り方について (最終報告)」の参考資料の部に記載されて

いるものです。個別の教育支援計画の目的、対象、内容、プロセス及び計画作成のための組織体制
・システムの整備について整理 されています。この資料を参考にしながら、「連携」の視点が生か

される様式を検討 し、連携がより進むような様式、記入方法、活用等について検討 していくことが

大切です。

(「今後の特別支援教育の在 り方について (最終報告)」参考資料より)

「個 別 の教 育 支 援 計 画 」 につ いて

1.計 画の概要

(1)作 成の目的

「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のエーズを正確に把握 し、

教育の視点から適切に対応 していくとい う考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒

業後までを通 じて一
貫 して的確な教育的支援を行 うことを目的とする。

また、この教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取

組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠である。

他分野で同様の視点から個別の支援計画が作成 される場合は、教育的支援を行 うにあた り

同計画を活用することを含め教育と他分野との一体 となつた対応が確保 されることが重要

である。

(2)対 象範囲

障害のある幼児や児童生徒 (以下、単に 「児童生徒」とい う。)で 、特別な教育的支援の

必要なもの。

※幼稚園から盲 ・聾 ・養護学校の高等部、高等学校段階までの者を中心に考える。

○障害の範囲

視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱、言語障害、情緒障害、

LD、ADHD、高機能自閉症 等

(3)内 容

計画の作成を担当する機関を明らかにして、以下の内容を盛 り込んだ計画を作成 ・改訂

を行 う。

1)特 別な教育的ニーズの内容

2)適 切な教育的支援の目標 と内容

障害の状態を克服 ・改善するための教育 ・指導を含め必要となる教育的な支援の目標

及び基本的内容を明らかにする。福祉、医療等教育以外の分野からの支援が必要 となる

場合はその旨を併せて記述する。

なお、従来より、盲 ・聾 ・養護学校において学期毎又は年間の具体的な指導の目標、

内容等を盛 り込んだ指導計画 として毎年作成 されてきた個別の指導計画は、
一人一人の

教育的ニーズに対応 して指導の方法や内容の明確化を図るものであり、学校でのきめ細
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かな指導を行 うために今後 とも有意義なものと考える。この個別の指導計画は、平L幼児

期から学校卒業後までを通 じて長期的な視点で作成 される 「個別の教育支援計画」を踏

まえ、より具体的な指導の内容を盛 り込んだものとして作成 される。なお、この個別の

指導計画が既に 「個別の教育支援計画」の内容を包含するなど、同様の機能を果たすこ

とが期待 される場合には、その学校の個別の指導計画を 「個別の教育支援計画」 として

扱 うことが可能である。

3)教 育的支援を行 う者 ・機関

保護者を含め、教育的支援を行 う者及び関係機関と、その役割の具体化を図る。

(4)プ ロセス

作成を担当する機関が以下の手順で計画の作成 。点検を行 う①

①障害のある児童生徒の実態把握

②実態に即 した指導 目標の設定

③具体的な教育的支援内容の明確化

④評価

○作成担当者及び機関 :

就学段階においては、盲 ・聾 ・養護学校又は小 ・中学校、若 しくは高等学校が中心とな

って作成する。学級担任や学校内及び他機関との連絡調整役 となるコーディネーター的役

割を有する者が中心となつて具体的な内容を確定する。

2.計 画作成のための組織体制 ロシステムの整備

1)各 自治体の役割

都道府県等は、支援地域内の教育、福祉、医療、労働等関係機関の役割が有機的に実

施 されるように全体的なコーディネー トを行 う役割を有 してお り、部内の関係部署の連

携 ・調整する組織 (「広域特別支援連携協議会 (仮称)」)の 設置等適切なシステムの構築

を図る。

2)盲 口聾 口養護学校、小 。中学校の組織体制

学校内外の関係者の意見を集約 して円滑な計画策定が可能 となるよう、特別支援教育

コーディネーター (仮称)を 置 くほか、学校内において計画作成委員会 (仮称)の ような

組織を設けるなど組織体制の整備を図る。この場合、障害のある児童生徒の指導を担当

する教員等が計画案の作成、実施等の中心となる。

3)小 口中学校等への支援体制

盲 ・聾 ・養護学校 と比べて個別の指導計画の作成の実績が少ない小中学校等において

は、教育委員会に置かれる専門家チームの相談 ・巡回指導、盲 ・聾 ・養護学校、特殊教

育センター等の支援が得 られるような体制の整備が重要である。

4)計 画の引継の体制

対象児童生徒の進学や転学等に際 し、計画の作成担当機関が変更となる場合には、引

き続き適切な教育が一
貫 して行われるように、計画に係る責任の明確化の観点から計画

の作成、改訂の業務の引継のシステムの構築を図る。
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5)福 祉、医療、労働等との連携

教育以外の分野 との連携が円滑に行われるよう日常的な機関間の連携が重要であり、

計画作成担当機関における特別支援教育コーディネーター (仮称)及 び関係機関の協力

部署及び担当者の明確化を図るなど地域内での連携システムを構築する。特に、他分野

で個別の支援計画が作成 されている場合は、それ らとの連携や接続を図 り、一人一人の

子どもに応 じた総合的な支援計画にしていくことが重要である。

6)保 護者の参画

児童生徒への適切な教育的支援を行 う場合に、保護者は重要な役害Jを担 うものであり、

「個別の教育支援計画」の作成作業においては、保護者の積極的な参画を促 し、計画の

内容について保護者の意見を十分に聞いて計画を作成又は改訂することが必要である。

7)個 人情報の保護

「個別の教育支援計画」については、個人情報の保護が確保 されることが不可欠であ

る。その管理や使用の具体的なあり方について十分に検討することが必要である。

1 ,

2.

9.

4.

あと し
-1し

分

に

混
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4 特 別支援教育

ノーマライゼーションの進展を踏まえ、LD、 ADHD、 高機能 自閉症等を含め、

障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応 じ、障害に基づく種々の困難の改善
・克服を図 りながら個性や能力の伸長に努め、生涯にわたつて心豊かでたくましく生

きる力を培 う。

また、すべての児童生徒が障害のある人を正 しく理解するための指導を計画的に行

う。

具体的対応

(1)学習指導要領に基づき、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応 じた適切

な教育課柱を編成 し、自立し社会参加する資質や能力を育てる。

(2)交流及び共同学習を教育活動全体に位置付け、計画的 ・継続的に推進するとともに、

特別支援教育について保護者や地域社会の理解 と認識を深めるための啓発に努める。

(3)各学校間や関係諸機関と連携 し、相談を重視 した就 ・修学の指導や進路指導の充実

に努める。

校種別目標

小 。中学校

(1)校内委員会を充実 し特別支援教育コーディネーターを校務分掌に位置付けるなど、

障害のある児童生徒を学校全体 として支援する校内体制の整備

(2)障害児学級及び通級指導教室における個別の指導計画による個に応 じた指導の推

進 と指導方法の工夫改善

(3)通常の学級に在籍するLD、 ADHD、 高機能 自閉症等の障害のある児童生徒に

対する個別の指導計画の作成の促進 と指導方法の工夫改善

(4)障害のある児童生徒に対する個別の教育支援計画の策定に向けての検討

(5)障害のある児童生徒の教育及び障害のある人についての正 しい理解 と認識を深め

る指導の充実

高等学校

(1)障害のある生徒についての理解を深め、支援を検討するための校内体制の整備

(2)障害及び障害のある人についての正 しい理解 と認識を深める指導の充実

盲 ・聾 口養護学校

(1)障害の重度 ・重複化及び多様化に対応 した専門的な教育機能の向上と校内体制の

整備

(2)自立活動の指導の充実及び個別の指導計画による個に応 じた指導の推進

(3)高等部における職業教育の充実

(4)医療、福祉、労働などの関係機関、家庭及び地域社会 との連携の推進並びに個別

の教育支援計画の策定の推進

(5)地域における特別支援教育のセンター的役害Jの推進

(京都府教育委員会 「平成17年度 指 導の重点」より 「特別支援教育」)
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特別支援教育体制の推進

広域特別支援
連携協議会

鶴 特別支援教育コーディネーターの研修

専門家チーム
の設置  圏 消層壇

言炎員
魚

ミ《ブ/一貫した支援
早期発見
01.6歳 児健

03歳 児健診
ヽ

●就予!F鮮言タ

早期発達支援
● 幼稚園

●保育取.

1と草)i'〔1

就労移行支援

● 障害苦職業セ

地域生活支援

●支援センタど

1回月Jのう

(文部科学省特別支援教育課作成資料/平 成17年度 「特別支援教育体制推進事業」)
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研 営会議
氏  名 所 属 ・職 名

竹 田 契 一 大阪医科大学客員教授 (日本 LD学 会常任理事、大阪教育大学名誉教授)

友久 久 雄 龍谷大学教授 (京都教育大学名誉教授、精神科医)
永野 憲 男 京都府教育庁指導部障害児教育課長
青山 芳 文 京都府教育庁指導部障害児教育課総括指導主事
渡部 浩 三 京都府総合教育センター障害児教育部長

鋒山 智 子 京都府総合教育センター研究主事兼指導主事
唐 瀬  一 雄 乙訓教育局企画教育課長
木下 均 山城教育局企画教育課長

山田 明 宇治市教育委員会教育指導課課長
高橋 広 行 宇治市教育委員会教育指導課指導主事

藤谷 幸 彦 宇治市立大久保小学校長
安井 力日代子 宇治市立宇治小学校教諭
奥田 信 一 京都市教育委員会総合育成支援課首席総括指導主事

森田 薫 京都府立桃山養護学校長

特届」支援教育推進俸制モデル事業 (平成 16年 度) 各 種委員名簿

調査

専門家チーム (兼巡回相談員)

特別支援教育士:平成16年8月までの名称は 「LD教 育士」で、正式名称は 「特別支援教育士(LD,ADHD等)J

地域支援巡回相談員

本冊子の編集にあたつては、京都 LD親 の会たんぽぽ、ONLY ONEの 会 (高機能自閉症・アスペルガー

症候群及び周辺の発達障害京都親の会)及 び(社)日本自閉症協会京都府支部に御協力をいただきました。

推進

氏  名 所 属 ・職 名 等 備   考

有賀 や よ↓ 精神科医
`

医師 (精ネ申科医)

小谷 裕 実 京都教育大学助教授 医師 (小児科医)
加藤 寿 宏 京都大学医学部保健学科講師 作業療法士

今野 芳 子 京都文教短期大学講師 臨床心理士

木村 辰 己 宇治児童相談所相談判定課心理判定員 心理判定員

柳生 祥 子 宇治市保健福祉部保健推進課発達相談員 発達相談員
青山 芳 文 京都府教育庁指導部障害児教育課鮪構郵 特別支援教育士 SV、 養学免 1種

鋒山 智 子 京都府総合教育センター研究主事兼指導主事 特別支援教育士 SV、 養学免 2種 他
大仲 順 子 山城教育局指導主事 指導主事

高橋 広 行 宇治市教育委員会教育指導課指導主事 臨床発達心理士

安井 力日代子 宇治市立宇治小学校教諭 特別支援教育士、養学免 2種

岡野 康 子 宇治市立平盛小学校教諭 臨床発達心理士

小松 晃 子 京都市教育委員会総合育成支援課指導郵 特別支援教育士

玉村 総 枝 京都府立桃山養護学校教諭 学校心理士

氏  名 所 属 ・ 職 名 等 備 考

山田 定 宏 京都府立向 日が丘養護学校部主事 養学免 2種

川高 寿賀子 京都府立向 日が丘養護学校教諭 養学免 1種

東  敦 子 京都府立南山城養護学校教諭 養学免 2種

白柳 拓 保 京都府立南山城養護学校教諭 養学免 1種

小角 令 子 京都府立南山城養護学校教諭

地域巡回相談員
氏  名 所 属 ・職 名 等 備   考

鈴木 隆 子 城陽市立寺田南小学校教諭 特別支援教育士

山田 真 弓 人幡市立八幡第二小学校教諭 学校心理士

名内 美恵子 京田辺市立田辺小学校教諭 特別支援教育士、学校心理士 他
大島 悦 子 久御山町立佐 山小学校教諭

井関 真理子 木津町立木津小学校教諭
藤原 由美子 向 日市立第 6向 陽小学校教諭 特別支援教育士

萩尾 康 子 長岡京市立長岡第七小学校教諭

塩谷 和 子 大山崎町立第二大山崎小学校教諭 特別支援教育士

- 39 -



京都府教育委員会

京都府特別支援教育推進体制モデル事業調査研究運営会議

特別支援教育推進 ガイ ド
～ 支援体制を整備し

一人一人のニーズに応 じた具体的な支援を進めるために ～

平成 17年 3月 31日

京都府教育委員会

〒602-8570 京者「市上京区下立売通新町西入敷ノ内町

TEL:(075)414-5835(障害児教育課)

FAX:(075)414‐ 5847

障害児教育課は、平成17年4月 1日 から特別支援教育課に名称変更 します。


